
特定非営利活動法人 災害人道医療支援会

役員報酬規程

(目 的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人災害人道医療支援会の役員報酬の支給基準

について定めることを目的とする。

(報酬及び費用の支給)

第2条 役員への給与および報酬はこれらを支払わないものとする。

但し、職務を遂行するために要した旅費交通費は実費支給とする。

2使用人兼務役員については、従業員分の給与とあわせて支給することができる。

附則

1)本規程は、平成26年7月 4日 より施行する。

2)本規程は、理事会の承認により改定される。



特定非営利活動法人 災害人道 療支援会

職員給与支払い規程

(目 的)

第1条 この規程は、特定非営利活動法人災害人道医療支援会の職員給与の支給基準

について定めることを目的とする。

(賃金の体系)

第2条 賃金体系は次の通りとする。

(給与の計算期間)

第3条 給与の計算期間は、lヶ月を単位とし月初より月末までを計算期間とする。

(給与の支払日)

第4条 給与は毎月月末に支払う。給与支払い日が銀行の営業日でない時は、

支払日以前の営業日の最終日に支払う。

(支払方法)

第5条 各人の銀行日座に振込む。振込みの場合は振込み日を以つて支払い日とする。

(基本給の計算方法)

第6条 基本給は別 契約書に基づく。

(基準内賃金の計算方法)

第7条 基準内賃金は下記の各項目の合計額とする。

基本給・通勤手当

賃金 給与 匹西正金 基本給

EE∃
基準外賃金 時間外勤務手当

特別手当



(基準外賃金の計算方法)

第8条 基準外賃金は下記の各項目の合計額とする。

時間外勤務手当・特別手当

(通勤手当)

第9条 交通機関等利用者の実費運賃を支給する。但し毎日通勤する者で定期券を

購入する者に対して、定期券購入費に相当する金額を支給する。

(特別手当)

第10条 特別手当は別に定める額を支給する。

昭]訓

1 )

2)

本規程は、平成26年7月 4日 より施行する。

本規程は、理事会の承認により改定される。



書式第 17号 (法第 55条関係)

54 2 3 定める事項

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動促
進法施行規則第32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。

特定非営利活動法人災害人道医療支援会
～2021年 3 31日

2020年 4月 1日
法人名 事 業 年 度

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

受取入会金 93,000円

983,500円正会員受取会費

登録会員受取会費 564,000円

賛助会員受取会費 455,000円

受取寄附金 8,977,391円

受取助成金 4,446,160円

介護施設新型コロナ対策オンライン研修事業 収益 2,703,490円

多機関連携訓練事業 収益 148,855円

日本財団・救急医療施設支援事業 収益 33,000,000円

大阪府・看護師派遣事業 収益 8,447,000円

受取利息 53円

外貨為替差益 5,538円

その他 2,521,880円

円

△
ロ 計 62,345,867円

の明細

△
ロ 計 円

借 入 先 金    額

な し 円

円

円

円

し

その他

・ 1・



2 資産の議演等の内容に関する事項 [②資産の餞渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の議渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

{2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

●
“



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引及
び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第一

生 取引の上位 5

の生 る の 5

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

33,000,000円
事業収入 :日 本財団・救急医療

施設支援事業

8,447,000円
事業収入 :大阪府・看護師派遣

事業

8,000,000円 寄附金

4,446,160円
助成金 :熊本豪雨災害被災者

医療支援・初動および本隊

2,852,354円

事業収入 :介護施設新型コロ

ナ対策オンライン研修事業お

よび多機関連携訓練事業

氏名又は名称

2,640,000円

2,138,316円 業務委託費

6,201,319円 業務委託費

4,500,000円 顧問料

取引金額

5,748,450円
生用

住所又は所在地

業務委託費 :事務局業務 (事

務局長)

取 弓1 内 容 等

譲渡資産の内容等取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格

な し 円

円

円

円

弓 ロ

・ 3・



ロ け )

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

(別表)

籠圧 の F 劉
=顕

υノ

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

・ 4・



17■別表

3-0ハ

2"が軍IE |1定非営利活動法人災書人遭饉燎支援会

取引先の氏名等
法人との
関係

住所または所在地 役濃の提出年月日 対債の顔 役務提供の内書等

2020年 12月 25日 ～12月 |:日 312.500 円 大臣府・■饉椰燎遺事業

20"年 7月 22日 ～2日、 GD,000 円
2020機本豪爾災書被災者支撮。本
臓亭彙

20"年 7月 2日～

“

日、 40,000 円 ""黛
本豪H災書被災書支猥・ホ

諄事業

""年 '月

9日 ～15日 、 35,742 円 ""機
本豪薔災害被災者支援・初

n事業

m20年 7月 19日 ～

“

日、 16,300 円 ""機
本豪目災書機災書支援・ホ

聴事業

2020年 7月 9日 ～10日 、 4D,000 円
20"m本豪薔災害被災者支援・初
■亭彙

"20年
7月 19日 ～″日、 80,000 円 "20m本

豪■災書被災書支橿・ホ
諄事業

"20年
7月 9日 ～12日 、 100,000 円

2"0機本豪扁災書被災看支援・初
島事彙

a20年 7月 10日 ～7月 25日 270,000 円
2●20餞ホ豪目災書被災奢支援・ホ
隊事業

″ 0年 7月 ～12月 180β29 円
介饉施設新菫ヨロナ対策オンライン
研修事業

取 0年 7月 ～12月 133β44 円
介霞施設晰壺ヨロナ対策オンライン
研修事業

2020年
'月

～12月 33■ 11 円
介饉施設新型コロナ対策オンライン
幣 縛

2●20年7月 ～12月 55,035 円
介霞施設新型ヨロナ対策オンライン
研修事彙

ル 0年 7月 ～12月 107,055 円
介饉施餞麟菫ヨロナ対策オンライン
研修事業

""年
7月 ～12月

`‖

X),33 円
介餞施設新型ヨロナ対策オンライン
研僣事業

2`睦0年フ月～12月 100.233 円
介饉施設新壼ヨロナ対策オンライン
研修事業

2020年 7月 ～12月 2,004,072 円 日本財口・歌急饉薇施骰支援事業

""年
7月 ～12月 lβ30,448 円 日本財回・載急E轟籠餞支援事彙

2020年 7月 ～,2月 1,100,392 円 日本財団.載急目薇施設支援事業

""年
7月 ～12月 2,004,072 円 日本財団・敏急目農施餞支撮事業

20"年
'月

～:2月 2.004■72 円 日本財団・敏急E饉施骰支撮事業

""年
7月 ～2021年 3月 5.100,225 円 日本財団・載色巨薇施設支援事彙



匝 E□

X3)ハ

取引先の氏名等 法人との関係 住所または所在地 匹コ彊□F王コ

20"年 7月 19～24日、 120,αЮ 日

20節年4月 ～2021年3月 コ
)

2020年4月 20日 、10月 0日 、
2021年 1月 8日

コ
□日]



氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

2020年 12月 29日

2021年 3月 2日

1,900,000円

1,000,Ⅸ)0円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が20

で 並びにその 日

[⑤給与 の総数及び当 る給与の総額に関する5

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

2人 2,839,300円

ｒ
Ｏ



6 し

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等

な し

合   計

支出した寄附金額

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

る [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

‐
6・



7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への送
金又は金餞の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

金   額実 施  日 途使

円

円

円

円

円

な し

円

円

円

円

円

”
‘



法人名 認定特定非営利活動法人 災害人道医療支援会 チック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

{2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は根簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金餞の費途が明らかでないものがある等の不適正有:鋤 陥市れていないこと

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグ′レープの人数

割 合

(④÷③

① ② ③ ④ ⑤

③

20"年 4月 1日 ～2021年 3月 31

日
"人

2人

人

人

人

10.0% 2人 10.0%

⑥ 年 月 日～ 年 月 日
人 % 人 %

%

%

%

◎ 年 月 日～ 年 月 日

① 年 月 日～ 年 月 日

◎ 年 月 日～ 年 月 日

申 田 時

人 % 人

人 % 人

人 人

人

% 人

人 % 人 %

(注 1)

は 2)

名‖日の
“
尺費照硼1ま、第3事H覗表1『11員.ODJU況 .: から転配してくださしヽ

③及麒Эこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値獅 してくださしヽ

(例)33. 333・・・% ―→ 33. 3%

ロ

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ①

上記を証する書類の名称とその内容等

はい はい

いいえ

はい はい

いいえいいえ いいえ

◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第 7号‐
(法第 44条・51条・58条 1闘崎

認定基準等チェック表  (第 3表) 圃 厠

∝菫申D
・ 認定基準等チェック表 (第 31口)は、法第55彙第1項に基づく書類|(役員湘□開層ヨ剛腱出書類)の提出時においても配載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の配載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55彙第1項に基づく書類 (役員報酬観濯麟提出■嶽Di=配載した事項について、

添付を省略することができます。



項
口
日 ④ 〇 ◎ ④ ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び隈簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行っている
いいえ

はい

しヽ えヽ

はい

L\l/\*_

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日

【 ③ ⑥ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有・無 有・無 有 0無 有・無 有。無

ハ

第3表 (ツCD

∝菫中D
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、1法第関彙第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類):=配載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

エ

記 載 要 領 注 意 事 項項    目

イの各欄 区分欄の「⑥」から「◎」欄には、実績中帷期間の各事

業年度 (又は各年)を記載しま・九

第3表付表1「役員の状況」を調載して、口①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記しま・九

該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会員D第○条に正会員の表決権 (又は議決

相)は平等に一票を与えると規定」のように記載しま
‐
九

口の各欄

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の 1はセ〕L
盤

=」
КEとL…1`重L」囲塗1旦」」誕査誕塑日目睦」堕魯

生墜二≦二盪ュ

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

し!!::盟1輩|ヨ|二国|二重巨_■:羞|ム1堕|=2.」 i塑璽|ヨ1曇

じて行つている」o) fltu\r l: l'Qj

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、輌③」から「◎」について|ょ 上記イに記載する各

期間 (「③」から「◎」)を示したもの観

ハの鶴

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「◎」について:よ 上記イに記載する各

二の各欄

( )を示した

記載要領の補足

○ 二において、「費途が明らかでない支出」と|よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある:場合も、当然に「費彊い`明らかでない支出」があることになり、認定を受けることはできませiん。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名
特定非営利活動法人 災害人道医

療支援会
④ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 20人 人 人 人 人 人

2人 人 人 人 人 人

2人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑮ ◎ ① ◎ 申請時
就任・退任

年月日

前川 和彦

甲斐 達朗

鵜飼 卓

二宮 宣文

中田 敬司

矢野 和美

吉岡 留美

大友 康裕

理事

理事

理事  |

理事

理事

理事

理事

理事

○

〇

F-------

H14年 6月

28日就任

H14年 6月

28日就任

H14年 6月 |

28日就任  |

H14年 6月

28日就任

H18年 6月

30日就任

I H21年
7月

25日就任

H21年 7月

25日就任

H14年 6月

28日就任

○

○

○

○

-r---

○

○



H14年 6月

28日 就任

H14年 6月

28日 就任

H14年 6月

28日 就任

陀3年 4月 1

日就任

H25年 6月

22日 就任

理事

理事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

小井土 雄一

近藤 久禎

山崎 達枝

千田 良

上野 力



渡瀬 淳一郎 理事

理事

理事

理事

理事

理事

監事

監事

○

○

H25年 6月

22日就任

(2020年 )6

月 27日 退

任

H27年 6月

20日就任

H27年 6月

20日 就任

H28年 9月

06 日就任

H28年 9月

06日 就任

H30年

(2018年 )9

月 6日 就任

H28年 9月

06日就任

H30年

(2018年 )6

月 23日 就

任

夏川 知輝

甲斐 聡一郎

浅井 悌

久野 将宗

山下 公子

杉本 勝彦

○

○

○

○

○

山口 孝治



書式第9号・(法第44条 051条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

法 人 名 特定非営禾:燿観法人 災害人道医療支援会

7年助|∞10ルーズリーフ 随時現金出納帳

7年Ex∝1・ ルーズリーフ 随時預金出納帳

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

随時単票入金・出金伝票 7年

7年

7年

菌団n議10ルーズリーフ給与台帳

随時Ex∞1・ ルーズリーフ固定資産台帳



独立壁肇塾こ塑鰹男贅豊蓋

令和3年6月 17日

特定非営利活動法人 災害人道医療支援会

理事会 御中

公認会計士

監査意見

私は、特定非営利活動法人 災害人道医療支援会の令和2年4月 1日 から令和3年 3月 31日 までの

期間の財務諸表、すなわち、活動計算書、貸借対照表及び財務諸表の注記並びに財産日録 (以下

「財務諸表等」という。)について監査を行った。

私は、上記の財務諸表等が、全ての重要な点において、NPO法人会計基準 (2010年7月 20日  2011

年11月 20日 一部改正 ぽ0法人会計基準協議会)に準拠 して作成されているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における私の責任は、「財務書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。私

は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人とし

てのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証

拠を入手したと判断している。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任                      _
理事者の責任は、NPO法人会計基準 (2010年7月 20日  2011年 11月 20日 一部改正 _N甲法

^会

計
準協議会)に準拠して財務諸表等を作成 し適正に表示することにあり、また、財務諸表等の作

成に当たり適用される会計の基準が状況に照らして受入可能なものであるかどうかについて判

断することにある。理事者の責任は、不明又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作

成するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき財務諸表等を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事

項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の業務執行の状況を監視するこ

とにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の

立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生

する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合

理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別 し、評価する。また、重要な虚偽表示リス



クに対応 した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。

さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査

に関連する内部統制を検討する。
・理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計

上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・理事者が継続事業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関

して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実

性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、監

査報告書において財務諸表等の注記が適切でない場合は、財務諸表等事項に注意を喚起するこ

と、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対

して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに

入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続で

きなくなる可能性がある。

・財務諸表等の表示及び注記事項が、PO法人会計基準 (2010年 7月 20H 2011年 11月 20日 一部

改正 PO法人会計基準協議会)に準拠しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別 した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の

事項について報告を行 う。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 _L



書式第10号。
(法第44条・51条058条楔郭系)

認定基準等チェック表  (第 4表) 囲園】

法人名 認定特定非哨禾:艇諷艦人 災害人道医療支援会 九″欄

4 1事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと
〇

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ うち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が∞%以上で

あること

実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

―L■上」J◎ ① ◎④ ⑥

有・ 無有 。無 有 ・ 無 有・ 無
有

有 。無

有 0無
有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

有
有 ・ 無

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教|ヒ育成する活動

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動

特錠
`濯

覇ン労劇帝昔若しく1士劉職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

日

【項

有 ・ 無 有・ 無有 。無 有・ 無有 有・ 無

① ◎ 肛 コ④ ⑮ ◎口
日項

有・無
有・無

有 。無 有 。無 有。無

有・漁れ
ヽ中′

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類1以する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別の利益の供与の有無

有。無 有・無
有・無有。① 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その議渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有。無 有 。無 有・無′“ヽ

有・砲リ
有。無 有。無役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別α

"11益

の供与の有無

有。無有 。無 有。無 有。無
有イ∩

中ヽノ

有・無
営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補渚若しくは洲職にある者に対する翻附の有無

∝菫中ロ

・『認定庭率等チェック表 (第 4表)」 は、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬観幅陣握出書類)の提出時においても配載及び

添付する必要があります。その場合、「闘定基準等チェック表第4表 (次葉)」 0｀戦,び二) の配載及び添付の必要はありません。

目定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55彙第1項に基づく書類 (役員報酬腕届嘲剛出日日)

改めて配載する必要はありません。

に記載した事項について、



′ヽ

法人名 EttE亜日三コ団圏□歴囚囚
=憂=憂=璽

Eヨ チェッタ欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の議濃簿に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※回覧に関する1日|:11劇 嚇́猥lD等があ劉

'創

こ|ヽ その中則 10レ朝韻ID等を添付してくださしヽ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借鮒職な 活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:薗D
② 役員名簿

同  意

しない

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写D

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書風 欠格事由に該当しない旨を説明する書類

翻附金を充当する予定の具体的な事業の内容を調載した書類

ホ

イ

ハ

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは翻附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 翻附者 (役員、役員て凋 偶者若しく 当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が
"万

円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した翻附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ l海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② l海外への送金又は金銭の持出し(その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条晨謝系)

ェック表 「
コ

ロ

∝菫中D
・ 認定基準等チエツク表第5表:ム 法第55条第1項に基づく書類

あります.

(flffEffiffiHfD oilHffil :ttBltE UlFl{f 6&*n(

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準簿チェック表  (第 6、 フ、8表)

法人名

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

"湘

L=冒ヨヨ 月 日～ 月 日 設立年月日 年 月 日

e菫中ロ

・ 法第関彙第1項に基づく っては

…

ェック表 (第 6表及び第81D

|ム 記崚する必要はありません。

っては、

…

ェック表 (第 6表及び第3豪)の記載の必要はありません。また、法

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

たッタ欄

"条
に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎

有
Π¬
臓iヨ有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

"湘

0
法令に級 する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

②
…

ェック表 (第 7D iよ 法第関彙第1項に基づく書類

び澤付する必凄があります。

④ ⑮ ◎ 0 ◎ 申 請 時

有 有 「

¬
日ヽ日

有 ・ 無 有
R¬
らヽ日 有 。 無

有 ・ 無

第55彙第1■に基づく書類 (役員囀□H輛目‖□出ロロD:=配

"し

た事項について、改めて記載する必要はありません。



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 認定特定非営利活動法人 災害人道医療支援会 チェック欄

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り
合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当餞認定特定非営利活動法人又は当腋仮認定

特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
日 1禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
し嗜

ハ 特定非営利活動促進法若しくは曇力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しく|ま刑法2“条等倒日隕1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等

“
自M2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (盤

重:二仮園壁墾型1整墨:塑墜餞題!Шig塑闘國:」田屋壺LttL_』l□I国盟l日I田[壁壼2重≦ヨl盤

=:理
■1コ鰹Iコl匡:囲EⅢ二孟gとLL菫至!二

題l口[整i□Шl壁墨」知!」!堅塁慶E区菫整週!堕:二:L重整望i量:量土!L」圏堕!塵堕L』墜饉1盟回延:星|[g:盛 1整塾国狙理里:L:と菫菫:)。

5国税に係る菫加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 曇力団
口 暴力団又は曇力国の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定ブ脳 申括動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定り1者利活動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非

営利識 人又は当i繭 1定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

有

禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無

有

特定非営利活動促進法着しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税苦しくは地方税に関す

る法岸に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有 。(無

９
“ 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 はい。〔ヽいえ

しヽはい 013 磨軟又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人 は い
0

瀞
犠

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、亜亜盈血山墜菫と二量盤艶壁錘盤
_墜2生L並塑L型困園轟塵堕墨製塑壼亘亜璽量望塑≧塑整墾豊』

=」
亜幽堕 1壺墜」堕受皿國□堕国匡璽茎上………

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在¢用辮核じ)に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

5 国税に係る重震卵随�」議L方1唸に係る菫勁
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を課さオ′した日から3年を燿B畳しなヤ漱 は い
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ゞツし力ヽこ該当する法人

は い
0

イ

はい 。
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